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都心・臨海地下鉄新線推進大会2023
　11月９日、「都心・臨海地下鉄新線推進大会2023」が地下鉄新線の早
期実現を望む沿線地域の方々約500人の参加のもと開催されました。
今年で６回目となる本大会は、昨年11月に東京都より事業計画案が公
表されてから初めての開催となり、パネル展や有識者による講演、決意
表明などが行われました。最後の大会決議では、参加された方々が都
心・臨海地下鉄新線の実現に向けた思いや熱意を込めて団結しました。

　区全体における特別支援学級体制
の強化を図るとともに、今後の児童
数増加を見据え、小学校の特別支援
学級を新たに設置します。
日本橋小学校
学級数　３学級（予定）
開設時期　令和10年度（予定）

月島第三小学校
学級数　４学級（予定）
開設時期　令和７年度（予定）
◎ 開設当初は、学級数を考慮し晴海
中学校校舎内に設置します。令和
12年度に小学校校舎内に移転を予
定しています。

日本橋地域
　日本橋小学校への特別支援学級設
置に伴い、狭あい化防止などの観点
から、令和６年度より日本橋小学校
の通学区域の一部を常盤小学校へ編
入します（別表のとおり）。
　なお、幼稚園においても、小学校
に準じて通園区域を変更します。
実施時期　令和６年４月１日
対象者
　令和６年度新入学・転入学児童生
徒、新入園児・転入園児から変更後
の通学・通園区域を適用します。
月島地域
　月島地域では今後も住宅開発が予
定されており、引き続き児童数の増
加が予測されることから、通学区域
を変更します（別表のとおり）。

通学・通園区域が変更となる学校・
幼稚園
・小学校
　佃島小学校、月島第一小学校、
　月島第三小学校
・中学校
　佃中学校、晴海中学校
・幼稚園
　月島幼稚園、月島第一幼稚園、
　晴海幼稚園
実施時期　令和７年４月１日
対象者
　令和７年度新入学・転入学児童生
徒、新入園児・転入園児から変更後
の通学・通園区域を適用します。
共　通
　通学区域の変更にあたり、経過措
置期間を設定します。詳しくは茜を
ご確認ください。

　各地域の変更内容に合わせてそれ
ぞれの会場で行います。
日本橋地域
日　時　令和６年１月27日（土）
　　　　午前10時30分～
会　場
　日本橋図書館６階図書館ホール

月島地域
日　時　令和６年１月13日（土）
　　　　午前10時30分～
会　場
　月島区民センター１階会議室
共　通
定　員　50人（先着順）
◎時間は30分程度を予定
◎ 説明会資料は後日茜に掲載します。

別表
地域 年度 学校・幼稚園 新しい通学・通園区域

日本橋 令和6年度

常盤小
常盤幼 本石町、室町、本町

日本橋小
日本橋幼

小舟町、小伝馬町、大伝馬町
堀留町、富沢町、人形町
小網町（7～19番）、蛎殻町一丁目（7～16番）

月島 令和7年度

佃島小
月島幼 佃、月島一丁目
月島第一小
月島第一幼 月島三丁目・四丁目
月島第三小
晴海幼 月島二丁目、晴海一丁目・二丁目
佃中 佃、月島一丁目・三丁目・四丁目

晴海中
月島二丁目
勝どき一丁目・二丁目1～17番
勝どき三丁目・四丁目1～4番、8～13番
晴海一丁目・二丁目

◎常盤幼稚園は現在休園中
◎日本橋小学校と日本橋幼稚園の通学・通園区域には調整区域を含む。

申し込み方法
　12月４日午前９時から電子申請で
申し込む。詳しくは茜をご確認くだ
さい。
逢・通学区域の変更について
　学務課調整担当
　☎（６２７８）８１６３

・特別支援学級の充実について
　教育センター教育支援係
　☎（３５４６）５６３１

◀区茜

◀区茜

　現行の「中央区健康・食育プラン2013」の計画期
間が今年度末で終了することに伴い、健康寿命の
延伸や主観的健康観の向上に向けた「中央区健
康・食育プラン2024（仮称）」を策定します。

　現行の「中央区自殺対策計画」の計画期間が今
年度末にて終了することに伴い、次期計画の「中
央区自殺対策計画（第二次）（仮称）」を策定しま
す。

　有権者の増加や投票所の現状などを踏まえた
投票区の見直しについて、選挙管理委員会の方
針をお知らせするとともに、ご意見を募集しま
す。
意見の募集・見直し案の閲覧期間
　12月４日（月）～25日（月）
閲覧場所
●区役所別館５階選挙管理委員会事務局
●区役所１階まごころステーション
●区役所地下１階情報公開コーナー
●日本橋・月島特別出張所
◎区茜でもご覧いただけます。
意見の提出方法
　住所、氏名（団体の場合は団体名と代表者名）、
年齢、電話番号を明記の上、問い合わせ窓口に
持参するか、郵送、ファクス、Ｅメールまたは
茜からお寄せください。
問い合わせ（窓口）・意見の提出先
　〒104－8404　中央区築地１－１－１
　中央区選挙管理委員会事務局
　☎（３５４６）５５４１
　℻  （３５４３）９０５７
　絢senkan@city.chuo.lg.jp

特別支援学級の充実と
通学区域の変更

中央区健康・食育プラン2024（仮称） 中央区自殺対策計画（第二次）（仮称） 「投票区の見直し」について

問い合わせ（窓口）・意見の提出先
　〒104－0044
　中央区明石町12－１
　中央区保健所生活衛生課生活衛生係
　☎（３５４１）５９３６
　℻  （３５４６）９５５４
　絢kenko-shokuikuplan@city.chuo.lg.jp

問い合わせ（窓口）・意見の提出先
　〒104－0044
　中央区明石町12－１
　中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０
　℻  （３５４６）９５５４
　絢jisatsu_taisaku@city.chuo.lg.jp

共　通

意見の募集・計画案の閲覧期間
　12月４日（月）～25日（月）
閲覧場所
●中央区保健所３階
●区役所１階まごころステーション
●区役所地下１階情報公開コーナー
●日本橋・月島特別出張所　
◎区茜でもご覧いただけます。

意見の提出方法
　住所、氏名（団体の場合は団体名と代表
者名）、年齢、電話番号を明記の上、問い
合わせ窓口に持参するか、郵送、ファクス、
Eメールまたは茜からお寄せください。

　このたび、中間報告がまとまりましたので、その内容をお知らせするとともに、ご意見
を募集します。

パブリックコメント 意 見 募 集

▲区茜
▲区茜▲区茜

特別支援学級の充実

通学区域の変更

説明会

・ 日本橋地域におけ
る通学区域の変更

・ 月島地域における
通学区域の変更


